
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

～ 地域経済を支える中小企業と地域の力により， 

未来に向かって活力と賑わいのある 

“うつのみや”の実現 ～ 
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本プランにおける「中小企業」の定義 

 

本プランでは，中小企業基本法における中小企業（者）及び，小規模企業（者）を総

称して「中小企業」と表記しています。 
ただし，法律や制度の名称等の固有名詞や，プランの基本理念等において「小規模企

業」を強調して表現する場合は，その限りではありません。 
 
 【参考】中小企業基本法における中小企業・小規模企業の範囲（第２条第１項，第５項） 

業種 

中小企業者 小規模企業者 

資本金の額 
常時使用する 

従業員の数 

常時使用する 

従業員の数 

製造業， 

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 ２０人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下  ５人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下  ５人以下 

小売業 ５，０００万円以下  ５０人以下  ５人以下 

 
  なお，中小企業基本法における「中小企業者」や「小規模企業者」は，株式会社な

どの会社法上の会社だけではなく，個人事業主や士業法人も含まれます。 
 

〔中小企業基本法で該当するもの〕 
医者（医療法人）  × 医者（個人開業医）  ○ 
農家（農業法人※） ○ 農家（個人事業主）  ○ 
弁護士法に基づく弁護士法人         ○ 
公認会計士法に基づく監査法人        ○ 
税理士法に基づく税理士法人         ○ 
行政書士法に基づく行政書士法人       ○ 
司法書士法に基づく司法書士法人       ○ 
弁理士法に基づく特許業務法人        ○ 
社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 ○ 
土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 ○ 

 

※会社又は有限会社に限る 


